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平成２６年度第７回常滑市教育委員会定例会会議録（概要） 

 

開  催  日 平成２６年１０月２２日(水) 

開 催 場 所 常滑市役所４階第３会議室 

時     間 開会  午後２時３０分 

閉会  午後３時００分 

出 席 委 員    委 員 長 渡 邉 十三香   委   員 渡 辺 慶太郎 

委   員 久 田 孝 寛   委   員 権 田 泰 一 

教 育 長 加 藤 宣 和 

出席した職員 教育部長  榊 原 直 樹   学校教育課長 澤 田 勝 則 

学校教育課付課長 榊 原 寛 二   生涯学習スポーツ課長 竹 内 龍 夫 

学校給食共同調理場長 杉 江  勝 

傍  聴  者 なし 

事 務 局 学校教育課課長補佐 伊藤 真由美    学校教育課主事 竹内裕紀 

議     案 なし 

報     告 （１）平成２６年度常滑市教育委員会上半期後援事業（４～９月受

付分）について 

その他（諸報告） 行事連絡（９月～１１月） 

 

発言者 発言の要旨 

委員長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度第７回教育委員会定例会を開催する。 

平成２６年度第６回教育委員会定例会会議録を各委員に諮り承認

された。 

 

会議録署名委員に久田孝寛氏を指名した。 

 

委員長・教育長の報告事項につきまして、１つの報告を予定して

おります。なお、終了後に、市の教員組合との懇談会が予定されて

おります。よろしくお願いします。 

それでは、委員長・教育長の報告事項につきまして、前回の定例

会、９月２４日以降の主なもののみ、その概略を報告させていただ

きます。委員長、教育長の報告事項をご覧ください。 

９月２６日には、青海こども園、１０月１日には、小鈴谷小学校、

３日には、常滑西小学校をそれぞれ記載のとおりの委員にご出席を

いただき学校及び園訪問を行いました。ご出席ありがとうございま

す。どこの学校も一学期に比べ、学習規律が守られるようになり、

大変落ち着いて学習に取り組んでおりました。また、学年が進行す

るにしたがって、授業に真剣に向かう子どもたちの姿にそれぞれの
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発言者 発言の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校での取り組みが実を結んでいるように感じました。さらには、

夏休みに導入されたばかりの電子黒板ですが、積極的に活用がされ

ておりました。また、中には、班に分かれて話し合いが行われ、そ

のまとめの段階で、タブレット PC を利用している授業もありまし

た。これからも、その長所や短所を見極め、ICT を積極的に利活用

し、わかりやすい授業に取り組んでいくようにしたいと思います。 

１０月１６日には、知多地方教育事務協議会が開催されました。

今回は２つの議題がありました。１点目は、「平成２７年度教職員定

期人事異動方針について」、本年度の県の人事異動方針は昨年度と同

じであります。知多地方事務協議会の人事異動方針についても昨年

度通りと提案され、可決されました。当日になりましたが、方針案

をお配りしましたので、後程ご確認ください。２点目は「知多地方

教育事務協議会規約の改正について」が議題となりました。これに

つきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律」が成立、つまり、今回の「教育委員会制度の改正」

により、教育委員長職がなくなることになります。そこで、規約を

改正する必要が出てきました。今回は、庶務担当課長会議で、各市

町の意見をお聞きし、事務局が原案を考え、再度、提案をすること

を了承いたしました。その後、「教育委員会制度について」というテ

ーマで文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課中村有希専門

職より、新しくなる教育委員会制度について、説明をいただきまし

た。 

１０月２７日に、教育委員会点検及び評価に関する会議を予定し

ております。当日は名古屋大学の久野弘幸先生と社会教育委員長の

平野麗子氏のお二人からご意見をいただくことになっております。

今回はそれに先立ち、２０日に、お二人の委員に三和小学校と青海

こども園を現地視察していただきました。三和小学校では、特別支

援教育の一環として、特別支援学級、通級指導及び通常学級におけ

る学校生活支援員の支援の状況を見学いただき、その後、新海栄養

士より、学校給食における食育の推進状況について説明させていた

だきました。また、青海こども園では認定こども園の様子を見てい

ただきました。 

以上でご報告とさせていただきます。 
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発言者 発言の要旨 

委員長 

 

生涯学習スポーツ課長 

委員２ 

生涯学習スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員２ 

 

生涯学習スポーツ課長 

 

 

 

 

委員２ 

 

 

生涯学習スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

報告第１号、平成２６年度常滑市教育委員会上半期後援事業（４

～９月受付分）について説明をお願いします。 

資料に基づき説明。 

全くの新規はどれですか。 

上半期後援事業一覧の生涯学習関係として、番号１「夏休みまる

かじりキャンプ 2014」、２「朗読ボランティアやまばと第 12 回朗読

発表会」この２つは、毎年行っているのですが、昨年は後援申請が

ありませんでした。９「常滑市青年会議所７月例会大相撲とこなべ

場所」、１５「ESD ってなんだろう～知ってなるほど、なっとく！～」、

１６「第６回観光・まちづくり教育全国大会 in 愛知」、１７「知多半

島春の音楽祭 2015」、２０「絵本作家くすのきしげのり講演会」、２

４「第 4 回内藤敏子の奏でるチターの夕べ」、２６「常滑市伝統文化

和装礼法親子教室」、２７「ライオンズクエストワークショップ」、

２８「第 6 回青尐年国際交流事業」、４３「地域別県民文化大祭典

2014」、４４「第 27 回平成席上揮ごう大会」これは昨年後援がなか

ったが、毎年行っています。４５「親子で参加できるワークショッ

プ」。次に体育振興関係では、２「第 15 回全国小学生バトミントン

ABC 大会県予選会」、７「平成 26 年度常滑市子ども会綱引き大会」

これも毎年行っているにも関わらず今まで後援申請がありませんで

した。 

新規のものの中で、政治的・宗教的なものの後援の申請について

問題のあったことはありますか。 

今回、後援した団体の中には、事業後に営利活動をする団体があ

ったらしく、そのような団体への後援については慎重に対応してお

ります。申請が通り易いように表現を変えて来ることもあります。

会場については、営利目的でも問題のない会場ですが、市の後援に

ついてはふさわしいかどうか対応に困るところもあります。 

宗教的、政治的、営利的とか、そのようなチェックは難しいと思

いますが、上手くどこか多くの目で、チェックできる機能があると

いいと思います。 

実際、社会教育法には、政治宗教という表現で営利目的はいけな

いと書かれているだけで、細かい規定はどこにも書かれていません。

そのような場合は、各市町の判断になってきます。知多半島内でも、

後援には結構差があります。 

政治や宗教絡みであっても、勉強会や研修会なら公民館を使って

いただいてもいいのですが、それを後援するかは違います。今のと

ころ際立って難しい申請はないので良いのですが。 
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発言者 発言の要旨 

教育部長 

 

 

 

 

委員長 

 

生涯学習スポーツ課長 

 

委員長 

 

生涯学習スポーツ課長 

委員３ 

委員長 

生涯学習スポーツ課長 

 

委員長 

学校教育課長 

委員長 

補足させていただきますと、新規の申請で５市５町などに後援申

請が出てくるものは、他市町の実績や判断を聞いた上で承認します

ので、他市町と大きく違った後援はしていないと思います。ただ微

妙な所で資料を上手く作ってこられると、チェックしきれないとこ

ろはあります。 

「ライオンズクエストワークショップ」は対象が一般となってい

ますが、これは先生方が対象ではないのですか。 

先生が対象と聞いていましたが、どなたでも入場できることにな

っていました。 

一般の方でも、受講が可能という形は取っていますが、大体集ま

ってくるのが、先生ということですか。 

申し込まれる時は、先生方をと言っていましたが。 

内容的には先生方の研修ですよね。 

実際は、一般公募はしていないのですね。 

していないです。 

 

その他の行事連絡（１０月～１２月）報告をお願いします。 

 資料に基づき説明。 

他になければ、これをもって平成２６年度第７回教育委員会定例

会を閉会します。 

 

 


